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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１１月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１月２５日 ０５時２０分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路
ひ め じ

市姫路港広畑
ひろはた

区 

姫路市所在の広畑東防波堤灯台から真方位１６１°１,７４０ｍ付

近 

 （概位 北緯３４°４４.９′ 東経１３４°３８.１′） 

事故調査の経過  平成２６年１月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 新英
しんえい

寛
かん

、６９９トン 

   １３４８００、中野汽船有限会社 

   ８１.３４ｍ×１３.００ｍ×８.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成９年２月２４日 

Ｂ 交通船 ＨＡＲＩＭＡ
ハ リ マ

、５トン未満 

   ２６０－２８６９２兵庫、西島採石株式会社 

   １０.３６ｍ（Lr）×２.５５ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３０２kＷ、平成３年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６３年９月２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年８月１日 

    免状有効期間満了日 平成２９年１０月２３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１７年８月１５日 

    平成２２年８月１４日をもって失効していた。 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部を破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、船長Ａが、１.５海里（Ｍ）

レンジとしたレーダー１台をヘッドアップでオフセンターとして作動
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させ、手動操舵により、阪神港大阪区に向け、広畑航路を出航した。

 船長Ａは、レーダー及び目視で見張りを行い、約１２ノット（kn）

の速力（対地速力、以下同じ。）で南東進中、左舷船首方に２隻の錨

泊船を認めていたものの、左舷船首方間近に緑灯１個を認めて驚き、

慌てて主機を停止したが、平成２６年１月２５日０５時２０分ごろＡ

船の左舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、反転して現場に戻り、Ｂ船と連絡を取ろうとしたが、Ｂ

船が姫路港飾磨
し か ま

区の方向に走り去ったので、付近に錨泊した後、海上

保安部に小型船と衝突した旨の通報を行った。 

 船長Ａは、錨泊船の停泊灯及び作業灯に紛れ、Ｂ船の灯火に気付か

なかったものと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定の灯火を表示し、兵庫県家
いえ

島諸島西
にし

島に向けて航行中、船長Ｂが、椅子に腰を掛けて手動操舵を

行い、０.５Ｍレンジとしたレーダーをヘッドアップとして作動さ

せ、機関を全速力前進として約３２kn の速力とした。 

船長Ｂは、右舷方に錨泊船２隻を認めたが、錨泊船以外に支障とな

る他船はいないものと思い、飾磨航路を出航して南西進中、突然の衝

撃を受け、Ｂ船の船首部とＡ船の左舷船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、衝突と同時に舵輪前方の計器盤に体が当たったものの、

無意識のうちにクラッチレバーを中立としており、スロットルレバー

を停止とした後、浸水していることに気付き、沈没するおそれを感じ

たので、機関を極微速力前進とし、自力で姫路港飾磨区の係留地に帰

った。 

 船長Ｂは、右手首を骨折し、自家用車で病院に向かい治療を受け

た。 

（付図１ 推定航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参

照） 

気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 穏やか、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

日出時刻：０７時０３分ごろ 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、平成２１年２月からＡ船の船長職をとり、国内の諸港に

寄港しており、姫路港から出港した経験が幾度もあった。 

 Ａ船は、空船であり、喫水が船首約１.７ｍ、船尾約３.６ｍであっ

た。 

 Ｂ船は、姫路港と事務所がある西島間において、通勤する社員の送

迎を不定期で行う交通船であった。 

 船長Ｂは、時折、Ｂ船の船長として運航に当たっていたが、本事故

当時、１人で西島に魚釣りに行く途中であった。 

 Ｂ船は、航海灯の電源スイッチを常に入れており、主機を起動すれ

ば、表示する状況となっていた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、姫路港広畑区を南東進中、船長Ａが錨泊船の灯火に紛れた

Ｂ船の灯火に気付かなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

 Ｂ船は、姫路港広畑区を南西進中、船長Ｂが、錨泊船以外に支障と

なる他船はいないものと思い込み、Ａ船に気付かなかったことから、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、姫路港広畑区において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が

南西進中、船長Ａが錨泊船の灯火に紛れたＢ船の灯火に気付かず、ま

た、船長Ｂが、錨泊船以外に支障となる他船はいないものと思い込

み、Ａ船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・錨泊船の灯火で他船の灯火が見えにくいことに留意し、レーダー

を使用して常に見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時　刻 北　緯 東　経 船首方位 対地針路 対地速力

時：分：秒 （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

05:00:06 034-47-00.1 134-38-30.7 256 141 0.4
05:05:06 034-46-57.4 134-38-15.4 272 272 7.8
05:10:06 034-46-31.0 134-37-47.7 182 183 9.6
05:12:05 034-46-11.4 134-37-44.3 205 203 10.1
05:14:03 034-45-52.3 134-37-35.0 184 190 10.7
05:16:05 034-45-31.5 134-37-41.3 158 157 11.1
05:18:01 034-45-11.6 134-37-51.2 141 145 11.2
05:19:06 034-45-02.0 134-38-00.9 139 140 11.7
05:19:37 034-44-57.6 134-38-05.4 140 141 10.7
05:19:47 034-44-56.2 134-38-06.7 139 140 10.0
05:21:06 034-44-48.3 134-38-14.9 138 140 6.1
05:22:06 034-44-44.1 134-38-19.1 138 140 5.1
05:22:57 034-44-40.3 134-38-23.1 149 141 5.5
05:24:00 034-44-35.8 134-38-25.7 198 178 3.6


